
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
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十
六
年
十
月
九
日 

広
島
県
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特
定
非
営
利
活 

動
法
人
の
名
称 

代

表

者 
の

氏

名 

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ア
ル
バ

ト
ロ
ス 

藤
原 
幸
大 

広
島
県
府
中
市

鵜
飼
町
二
二
三 

こ
の
法
人
は
、
現
在
既
に
多

数
存
在
し
、
か
つ
今
後
増
加
さ

れ
る
事
が
確
実
視
さ
れ
て
い
る

空
き
地
・
空
き
家
の
所
有
者
及

び
そ
れ
が
増
え
る
事
に
よ
り
、

地
域
の
今
後
の
あ
り
方
に
懸
念

を
感
じ
て
い
る
地
域
住
民
及
び

行
政
・
自
治
体
な
ど
に
対
し
、

空
き
地
・
空
き
家
の
定
期
的
な

巡
回
、
住
宅
診
断
を
始
め
と
す

る
維
持
管
理
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

等
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
各
分
野
の

専
門
家
を
招
い
て
の
空
き
地
・

空
き
家
の
活
用
の
説
明
会
等
を

行
い
、
空
き
家
・
空
き
地
の
好

ま
し
い
管
理
・
活
用
方
法
の
提

案
を
行
う
。 

そ
し
て
、
府
中
市
空
き
家
バ

ン
ク
事
業
と
の
連
携
を
図
り
、

全
国
の
移
住
希
望
者
に
対
し
て

活
用
希
望
者
の
住
宅
情
報
を
提

供
、
か
つ
、
地
域
住
民
と
移
住

者
と
の
関
係
作
り
の
お
手
伝
い

す
る
。 

広
く
地
域
住
民
・
移
住
者
に

依
頼
さ
れ
や
す
い
地
域
環
境
の

整
備
を
整
え
る
事
に
よ
り
、
社

会
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
空
き

家
・
空
き
地
に
新
た
な
価
値
を

創
出
し
、
地
域
の
人
口
流
入
を

多
く
し
、
も
っ
て
社
会
全
体
の

発
展
に
寄
与
す
る
事
を
目
的
と

す
る
。 

平
成
二
六
年

九
月
二
五
日 

 
 



 

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ヒ
ュ
ー

マ
ン
支
援
ネ
ッ

ト 

小
西 

勝
巳 

広
島
県
廿
日
市 

市
平
良
二
丁
目 

一
番
一
号 

こ
の
法
人
は
、
社
会
生
活
の

改
善
と
向
上
を
目
指
し
、
事
業

を
総
合
的
に
展
開
す
る
こ
と
に

よ
り
、
人
が
人
と
し
て
尊
重
さ

れ
生
き
生
き
と
生
活
で
き
る
安

全
・
安
心
な
社
会
の
構
築
、
及

び
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実

現
と
地
域
社
会
の
発
展
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

平
成
二
六
年 

九
月
二
九
日 

 


